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処理委託契約時における違反事例 

排出事業者 

収集運搬業者 処分業者 

未契約 未契約 

【どの業者とも契約書を交わしていないケース】 

排出事業者 

収集運搬業者 処分業者 

未契約 契約 

【収集運搬業者とだけ契約を交わしたケース】 

契約 

排出事業者 

収集運搬業者 処分業者 

契約 
できない 

【業者の許可品目以外の廃棄物を委託したケース】 
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排出事業者 

お金の流れ お金の流れ 廃棄物の流れ 

委託契約 委託契約 

収集運搬業者 処分業者 

契約書 契約書 

マニフェスト 

マニフェスト ￥
 

￥
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＊印を付したものは、安定型5品目 

家電リサイクル法対象 

容器包装リサイクル法対象 

適正処理困難物 

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

厨芥 

繊維 

木、竹類 

金属 

雑物 

冷蔵庫 、 テレビ 、 洗濯機  等家電製品 

机、タンスなど家具類 

あらゆる事業活動に伴うもの 

燃えがら（石炭火力発電所から発生する石炭がらなど）

汚　泥（工場排処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの） 

廃　油（潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの） 

廃　酸（酸性の廃液） 

廃アルカリ（アルカリ性の廃液） 

＊廃プラスチック類 

＊ゴムくず 

＊金属くず 

＊ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

鉱さい（製鉄所の炉の残さいなど） 

＊がれき類（工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など） 

ばいじん（工場の排ガスを処理して得られるばいじん）

特定の事業活動に伴うもの 

紙くず（建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの） 

木くず（建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの） 

繊維くず（建設業、繊維工業から排出されるもの） 

動植物性残渣（原料として使用した動植物に係る不要物） 

動物系固形不要物 
（と場において処分した獣畜。食鳥処分場において処分した食鳥）

動物のふん尿（畜産業から排出されるもの） 

動物の死体（畜産業から排出されるもの） 

上記の19種類の産業廃棄物を処分するために 
処理したもの（例えばコンクリート固型化物） 

紙類 

プラスチック ・ゴム、 ゴムタイヤ 

びん ・ ペットボトル 

スプリングマットレス 

可
燃
物 

不
燃
物 

普
通
ご
み 

粗
大
ご
み 

ご
み 

し
尿
・
生
活
雑
排
水 

一
般
廃
棄
物 

事
業
系
廃
棄
物 

生
活
系
廃
棄
物 

事
業
系
一
般
廃
棄
物 

廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 
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６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金




